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家計支援・地域つながり力強化事業費補助金（前期二次募集）公募要項 

 

 

１ 事業名 家計支援・地域つながり力強化事業 

 

２ 概要 

食料品や日用品の価格が高騰する中、生活困窮者をはじめとする県民の家計を支援するとともに、

誰一人取り残さない地域共生社会の実現に向け、地域のつながり力を強化するため、地域に密着し

て生活困窮者支援、孤独・孤立対策などの支援活動を行う団体に対し、食料品や日用品の配布に要

する経費にについて、予算の範囲内で補助金を交付します。 

 

３ 補助対象者等 

（１）補助対象者 

  概ね１年以上かつ概ね年６回以上の定期的な活動実績を有する団体 

（ただし、地方公共団体は除く。） 

 

（注意）次のいずれかに該当する者は、この補助金を受けることができません。 

・ この補助金によって政治活動、宗教活動、営利活動をする者 

・ 県又は県以外から、この補助金と同一目的の助成等（この補助金を除く。）を受けている

者又は受ける見込みのある者 

・ この補助金の趣旨や目的に照らして適当でないと知事が判断する者 

・ 公序良俗に反する等、補助対象として適当でないと認められる活動を行う者 

・ 県が運営するポータルサイト「徳島県生活支援ネットワーク」

（https://shien.pref.tokushima.lg.jp/support-group/） に支援団体として登録されていない者（※） 

※登録されていない場合は、交付申請までに当該ポータルサイトより登録の申込をしてください。 

 

（２）補助対象事業 

食料品又は日用品の配布 

 

（３）補助上限額 

   団体の区分 補助上限額 

社会福祉法人、特定非営利活動法人、 

公益社団法人、公益財団法人 

１団体あたり８０万円 

上記以外の団体 １団体あたり４０万円 

 

   

（４）補助対象期間 

   交付決定日から令和８年９月３０日（水）まで 

 

４ 補助対象経費及び基準額 

（１）補助対象経費 

  ア 食料品又は日用品の購入費 

米、レトルト食品、調味料、衛生用品、トイレットペーパーなど日常生活において通常必要

となる物品の購入費  

  ※上記以外の品については、補助対象外となる場合がありますので事前にご連絡ください。 

  

イ 事務費 

事務費（その他需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、食糧費）、 

役務費（通信運搬費、保管料、広告料、手数料）、使用料及び賃借料（物品使用料、 

有料道路使用料、駐車場使用料、自動車借料、会場借料、機械器具借料））
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（２）補助対象経費の基準額 

ア 食料品又は日用品の購入費 

   配布 1セットにつき、５，０００円まで 

   ※一世帯に対する配布は、活動期間中、１月あたり１回までを上限とします。 

イ 事務費 

食料品又は日用品購入費の１０%まで 

    ＜社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人＞ 

  ８万円を超える場合は、８万円まで 

＜上記以外の団体＞ 

  ４万円を超える場合は、４万円まで 

 

５ 応募書類及び応募方法等 

（１）応募書類 

ア 補助金交付申請書（様式第１号） 

  ・事業計画書（別紙１） 

  ・収支予算書（別紙２） 

 

  イ その他交付申請に必要な書類 

    ・債権者登録票 

 

（２）提出期限 

   令和８年８月３１日（月） 

    ※応募者多数により予算上限に達した場合は、期限内であっても募集を終了することが 

あります。 

 

（３）応募方法 

   メール、郵送（特定記録）、持参にて、応募先までご提出ください。 

 

（４）応募先及び問合せ先 

   〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目 1番地 

徳島県保健福祉部 地域共生推進課 地域共生担当 

電話番号：088-621-2179 

FAX番号：088-621-2913 

メールアドレス：chiikikyouseisuishinka@pref.tokushima.lg.jp 

    

６ 留意点 

・ この補助事業は、徳島県補助金交付規則（昭和５８年徳島県規則第５３号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、家計支援・地域つながり力強化事業費補助金交付要綱の定めにより

実施します。 

・ 当該補助金は国の交付金を活用した事業となるため、会計検査院の検査対象事業となりますの

で、帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する

年度の翌年度から起算して５年間となります。 

・ 当該補助金では実績報告で補助事業の「延べ人数」を記載していただくこととなります。要綱

第１２条に定める証拠書類として、「延べ人数」「提供量」などの内訳が分かるよう日時や氏名

等を記載した書類を作成するとともに、県が必要と認めるときは提出してください。様式は自由

ですが、参考様式をお示ししますので必要な方はご活用ください。 

・ 上記、証拠書類等が確認できない場合は補助金の減額若しくは返還を求める場合があります。 

・ 法人格がない任意団体からの申請の場合は、任意団体名での振込口座が必要となります。 

・ 交付決定以前に支出した経費は補助の対象となりません。 


